
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市では、認知症サポーター養成講座の開催を希望される５名以上の町会・自治会・企業等の団体

に対して、無料で講師（キャラバン・メイト）を派遣し、講座で使用するテキスト及び認知症サ

ポーターカードをお渡しいたします。 

 例えば・・・ 

 高齢者の多い町会の集会にて／商店やスーパーなどの職員研修の中で 

 ボランティアサークル等の勉強会にて／介護職の方の勉強の一環として・・・ｅｔｃ。 

 ⇒ご興味がありましたら、お気軽に地域包括ケア推進課（下記）へお問い合わせ下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇キャラバン・メイトとは・・・ 

 認知症サポーターの養成を行うために、

ボランティアで講師をする方のことです。   

専門的な知識のある方で、キャラバン・

メイト養成研修を修了した方が登録され

ています。 

◇認知症サポーター養成講座の概要 

・時間は６０～９０分程度 

・５名以上でしたら派遣可能です。 

・認知症の原因や症状について、認知症の

人やその家族への接し方やサポーターと

してできることについて学びます。 

＜お申し込み・お問い合わせは＞ 

船橋市役所 地域包括ケア推進課 

〒２７３－８５０１ 船橋市湊町２－１０－２５ 

電話０４７－４３６－２５５８  ＦＡＸ０４７－４３６－２８８５ 

メールアドレス hokatsu-care@city.funabashi.lg.jp 

◇認知症サポーター養成講座とは・・・ 

 認知症サポーターとは、認知症を正しく理解して、認知症の人や家族を

温かく見守る応援者のことです。 

何かを特別にするというものではなく、できる範囲で活動をします。 

 そのため、認知症サポーター養成講座では、認知症に関する正しい知識

を身に付けるために、認知症の原因や症状、認知症の方及びその家族への

接し方について学びます。 

 講座を受けた方には、認知症サポーターの証として「認知症サポーター

カード」をお渡しいたします。 


